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一 

国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
本
年
三
月
に
示
さ
れ
た
人
事

院
の
退
職
給
付
に
係
る
官
民
比
較
調
査
結
果
及
び
見
解
を
受
け
て
検
討
を
進
め
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
副
総
理
の
下
に
開
催
さ
れ
て
い
る
「
共
済
年
金
職
域

部
分
と
退
職
給
付
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
に
お
い
て
、
先
週
、
当
面
の
退
職
者
に

つ
い
て
官
民
較
差
（
平
均
四
百
二
万
六
千
円
）
の
全
額
を
一
時
金
で
あ
る
退
職
手
当

の
支
給
水
準
引
下
げ
に
よ
り
調
整
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
中
間
的
な
議
論

の
整
理
」
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

 

二 

今
後
、
こ
の
「
中
間
的
な
議
論
の
整
理
」
の
内
容
を
踏
ま
え
、
退
職
手
当
の
見
直

し
に
係
る
具
体
的
な
立
案
作
業
を
進
め
る
と
と
も
に
、
職
員
団
体
と
の
話
合
い
を
開

始
す
る
こ
と
と
し
ま
す
の
で
御
報
告
い
た
し
ま
す
。 




